
東北福祉カレッジ 主催 重度訪問介護従業者養成研修【統合課程】ご案内 

（重度訪問介護を利用し痰の吸引等を必要とする障害者などを対象としたヘルパー養成研修） 

 

 

 

概要：「重度訪問介護従業者養成研修」は、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者のニーズに対応し

た知識・技術を有するヘルパーを養成する研修です（宮城県指定障第 1086 号）。法改正により一定の研修を受講したヘ

ルパーには、医療行為「痰の吸引と経管栄養」が認められることになりました。今回の養成研修は統合課程として、この

新しいカリキュラムに則した内容になっており、修了者は、追加で実地研修を受講し県の認定を受けることにより、特定

の利用者の痰吸引および経管栄養等の医療的ケアも可能となります。 

項 目 内 容 備 考 

対象者 将来、重度訪問介護従業者として従事することを希望する者 重度訪問介護ヘルパー 

定 員 
50名 

受講希望者は Wi-Fi環境 

PC（カメラ付き）・スマホ・タブレットが必要です 

研修名 重度訪問介護従業者養成研修【統合課程】 21時間過程 

研修日程 
2021年 2月 13日（土）・14日（日）・21日（日） １日～3日【AM9:00～PM17:00（7時間）】 

会場本部 〒980-0003宮城県仙台市青葉区小田原 4－2－50－2 修了証は宮城県指定となります 

 

修了要件 

すべてのカリキュラムを終え、必要な書類を提出した者 

修了証の発行をいたします。 

重度訪問介護加算要件 

（障害者支援区分 6） 

受講料 
39,990 円(税別) 

テキスト代金含む 

※受講前に研修資料などを郵送します 

応募方法 HP又は FAXにて TEL022－256-1931/FAX022－281-8617 

特徴：重度訪問介護従業者養成研修とは、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排

泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する知識及び技術を習

得することを目的として行われる研修です。◆「本講座は、重度訪問加算要件＋第 3号研修基本講習修了者」◆ 

氏 名  

 

生年月日 S/H         年   

月   日(    )歳 

住 所（個人） （〒     －       ） 

 

メールアドレス（必須）  連絡先         

事業所名  職業（            ） 所属（            ） 

事業所所在地 （〒     －       ） 

 

電 話     FAX  

保有資格 

（☑で記載ください） 

□初任者研修 □実務者研修 □介護福祉士 

□ヘルパー2級 □基礎研修課程 □その他（         ） 

実務経験の有無 □有 □無 □予定 

 

東北福祉カレッジ 重度訪問【統合課程】係 022-281-8617迄 

回覧希望 

オンライン研修【ZOOM】 Wi-Fi環境ならびに PC カメラ付きまたはタブレット、スマホで参加（可） 


